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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和元年９月１２日（木） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １０名中９名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修  尾 上 昭 則  野 田   稔  由 喜 門  尊 

藤 原 由 果  木 下   泉  石 黒 五 月  久 山 英 之   

藤 澤 美 芳   

 

  欠席委員 

大 森 茂 利 

 

４．農地利用最適化推進委員   

松 尾 賴 男  岡 﨑   浩  田 中 伸 五  大 森 幹 男   

茂 成 和 延 

  

５．議事に参与した者 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 蒲  直之 

  事 務 局 溝邊 和典 

 

６．議事内容 

報 告 事 項  農地法許可に係る専決処分について 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第５条許可申請について 

第３号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定・所有権移転） 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和元年度瀬戸内市農業委員会、第

６回の総会を始めさせていただきます。それでは開会にあたりまして、

木下会長よりごあいさつを申し上げます。 

議長 (会長 )  おはようございます。本日も大変暑い中ご出席いただきありがとうご

ざいます。本日も複数案件がございますので、皆様の適正な審査、ご

意見のほどよろしくお願いします。 

事 務 局 長 ありがとうございました。ただいまの農業委員の出席数は定数１０名

のうち９名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条に

より、この総会が成立していることをご報告いたします。なお、大森

委員からは欠席の届出があったことを申し添えます。以降の議事の進

行につきましては木下会長よろしくお願いします。 

議    長  それでは、本日の議事録署名委員さんを指名させて頂きます。本日の 

署名委員さんに太田委員、野田委員、よろしくお願いします。 

早速ですが、議題の方に入らせて頂きます。まず、報告事項、農地法

許可に係る専決処分について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 それでは、本日の議案の説明に入らせて頂きます。 

議案資料１頁目をご覧ください。農地法許可に係る専決処分について

でございます。令和元年度瀬戸内市農業委員会第５回総会で転用許可

と議決されました、有限会社アジアホーム１件、日本梱包運輸倉庫株

式会社１件、合計２件の農地法５条許可申請につきまして、転用面積

が３,０００㎡を超えておりましたので、岡山県農業会議に諮問したと

ころ、令和元年８月２８日付けで許可が適当であるとの意見答申を受

けましたので、同日の２８日付けで許可したことを報告したものとな

っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。ただ今の報告事項につきまして何か

ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長 それでは、ご意見がないようですので、この件につきましては、報告

承認とさせていただきます。 

それでは続きまして第１号議案、農地法第３条許可申請について、事

務局から説明をお願いします。 

事  務  局 議案資料の２頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請についてで

ございます。 

 【１番案件】 

譲受人「岡山市中区土田１８２番地１０ ＡＧＲＩブロードカントリ

ー株式会社 代表取締役 国広 かよ子 農業」。譲渡人「牛窓町長
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浜■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農地の所在地は

「牛窓町長浜 ５１１－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積

は４６３㎡。「牛窓町長浜５１４－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は７３０㎡。「牛窓町長浜５３３－１」。登記、現況地目

はいずれも「田」。面積は３９３㎡。「牛窓町長浜５３４－１」。登

記、現況地目はいずれも「田」。面積は４７３㎡。譲渡人「牛窓町長

浜■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農地の所在地は「牛窓

町長浜 ５２５－1」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は７９

０㎡。「牛窓町長浜５２６－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。

面積は１,２６０㎡。譲受人の農地までの距離は１５kｍ。耕作面積は

２８,７５３㎡となっております。取得の理由は「増反」によるもの。

譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０ａあたり■■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「ＡＧＲＩブロードカントリー株式

会社」は、経営農地を全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能

力を保有しており、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用

できるものと見込まれます。 

        第２項第２号について、譲受人は農地所有適格法人の要件を満たして

おります。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲渡人が耕作、維持管理を

していましたが、今後は、譲受人の「ＡＧＲＩブロードカントリー株

式会社」が「田」として耕作を行うことから、本件の権利取得により

周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じな

いものと考えられます。なお、事務局と担当委員の松尾委員とで現地

調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【２番案件】 

譲受人「岡山市東区邑久郷■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■

■」。譲渡人「邑久町大富■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。

農地の所在地は「邑久町大富２６９」。登記、現況地目はいずれも
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「田」。面積は１,０４８㎡。「邑久町大富３００－１」。登記、現況

地目はいずれも「田」。面積は２９㎡。「邑久町大富３０１－１」。

登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１,０６８㎡。譲受人の農地

までの距離は７.５kｍ。耕作面積は８１,９２７㎡となっております。

家族数は２名、耕作者数は１名。取得の理由は「贈与」によるもの。

譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０ａあたり■■なっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲受人の「■■ ■■」さ

んが「田」として管理しており、今後も同様に「田」として耕作を行

うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事

務局と担当委員の岡﨑委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用状

況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【３番案件】 

譲受人「邑久町福山■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲

渡人「邑久町大富■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農地の

所在地は「邑久町大富２６０－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は６０７㎡。「邑久町大富２６０－３」。登記、現況地

目はいずれも「田」。面積は３４８㎡。「邑久町大富２６０－４」。

登記、現況地目はいずれも「田」。面積は３８２㎡。「邑久町大富２

６０－５」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は２０６㎡。

「邑久町大富２６０－７」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積

は１６８㎡。「邑久町大富２６０－９」。登記、現況地目はいずれも
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「田」。面積は１５９㎡。「邑久町大富２６１－１」。登記、現況地

目はいずれも「田」。面積は５２９㎡。譲受人の農地までの距離は２k

ｍ。耕作面積は３４，１７５㎡となっております。家族数は３名、耕

作者数は１名。取得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手

方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■■なっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲受人の「■■ ■■」さ

んが「田」として管理しており、今後も同様に「田」として耕作を行

うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事

務局と担当委員の岡﨑委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用状

況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【４番案件】 

        譲受人「長船町西須恵■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■■■

■」。譲渡人「岡山市東区益野町■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ 

■■」。農地の所在地は「長船町西須恵４３２」。登記、現況地目は

いずれも「田」。面積は３２４㎡。譲受人の農地までの距離は１００

ｍ。耕作面積は７,１０１㎡となっております。家族数は４名、耕作者

数は１名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の

要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので、１０ａあた

り■■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕
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作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲受人の「■■ ■■」さ

んが「田」として管理しており、今後も同様に「田」として耕作を行

うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事

務局と担当委員の大森委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用状

況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、担当委員さんのご意見

を伺いたいと思います。１番案件について、松尾委員、お願いします。 

松 尾 委 員   １番案件について説明いたします。先月も同じようにＡＧＲＩブロー

ドカントリーの案件がありましたが、今月も同様に同じ地域において、

ＡＧＲＩさんが無農薬で米を作るということで、特に問題はないと思

います。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長  はい、ありがとうございました。続きまして、２番、３番案件につい 

て、岡﨑委員、お願いします。 

岡 﨑 委 員   ２番、３番案件について一緒に説明します。現在、２番、３番案件の

農地については、それぞれ譲受人の■■さんと■■さんが耕作をされ

ております。この度、譲渡人の■■さんとの間で話がまとまったとい

うことで、特に問題はないと思われます。ご審議のほどお願いいたし

ます。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、４番案件について、大

森委員、お願いします。 

大 森 委 員   ４番案件について説明します。現在譲受人の■■さんが■■さんの農

地を耕作されており、■■さんが高齢ということもあり、双方で話が
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まとまり申請に至りました。特に問題はないと思われます。ご審議の

ほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見は終

わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第１号議案農地法第３条許可申請について、許可に賛成の方、

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして第２号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料３頁目をご覧ください。第２号議案農地法第５条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  譲受人「倉敷市西阿知町■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■

■」。譲渡人「邑久町北島■■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の

所在地は「邑久町北島５６－３」。地目は「田」。面積は３７４㎡。

転用目的は｢分家住宅」。施設の概要は「木造２階建 １棟 ８６.１

２㎡」、「車庫 １棟 ３０.１７㎡」。建ぺい率は「３１．０％」。

農地区分は第１種農地で１０ａあたりの収量は米４２０kgとなってお

ります。資金は借入金が■■。隣地への被害はありません。なお、所

有権移転によるもので１０ａあたり■■となっております。また、農

用地区域外農地です。場所につきましては、資料５ページをご覧くだ

さい。ブルーライン瀬戸内ＩＣから南西へ約６００ｍの所に位置して

おります。 

【２番案件】 

  譲受人「邑久町豊原１１７番地の１ 不動産業 株式会社丸通地建 

代表取締役 近藤 友一」。譲渡人「邑久町尾張■■■■■■ ■■ 

■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町豊原７８－２」。地目は

「畑」。面積は８５㎡。譲渡人「邑久町豊原■■■■■■■ ■■■  

■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町豊原７９－２」。地目は

「畑」。面積は２１８㎡。「邑久町豊原８０」。地目は「田」。面積

は８２㎡。譲渡人「邑久町豊安■■■■■■ ■■■ ■■ ■■(持

分２分の１)」。「長船町服部■■■■■■■ ■■ ■■ ■■(持

分２分の１)」。土地の所在地は「邑久町豊原８１」。地目は「田」。

面積は２,４０４㎡。譲渡人「邑久町尾張■■■■■■■ ■■ ■■ 

■」。土地の所在地は「邑久町豊原８４－１」。地目は「田」。面積
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は２,００４㎡。転用目的は｢建売分譲住宅」。施設の概要は「建売住

宅 １９棟 ９１４.５７㎡」、「道路 ９６９.４７㎡」、「公園 

１４８.９９㎡」。建ぺい率は「２４.８％」。農地区分は第２種農地

で普通畑となっております。資金は自己資金が■■、借入金が■■。

隣地への被害はありません。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■■となっております。また、農用地区域外農地です。こちらの

案件は開発協議申請中となっており、諮問案件にもなっております。

場所につきましては、資料６ページをご覧ください。瀬戸内市役所か

ら南西へ約３５０ｍの所に位置しております。 

【３番案件】 

  借人「総社市井手■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■

■」。貸人「長船町服部■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所

在地は「長船町服部５６０－２」。地目は「田」。面積は２７７㎡。

転用目的は｢一般住宅」。施設の概要は「木造２階建 １棟 ７２.８

７㎡。建ぺい率は「２６．３％」。農地区分は第２種農地で１０ａあ

たりの収量は米３６０kgとなっております。資金は借入金が■■。隣

地への被害はありません。なお、使用貸借権設定によるもので１０ａ

あたり■■となっております。また、農用地区域外農地です。場所に

つきましては、資料７ページをご覧ください。ハローズ長船店から北

東へ約１７０ｍの所に位置しております 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて、岡﨑委員、お願いします。 

岡 﨑 委 員 １番案件について説明します。譲渡人の■■さんと譲受人の■■さん

は親子関係にあり、現在譲受人の■■さんは倉敷に住んでおられます

が、この度瀬戸内市に戻ってこられるということで申請に至りました。

排水同意等も得られておりますので、特に問題はないと思われます。

ご審議のほどお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。続きまして２番案件について、田中

委員、お願いします。 

田 中 委 員 ２番案件について説明します。事務局から説明がありましたが、申請

地はヤマダ電機のすぐ裏手に位置しています。周囲は住宅化が進んで

おり、農地としては、ほぼ申請地だけが残っている状態です。周辺農

地への影響もないため特に問題はないと思われます。ご審議のほどお

願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。続きまして３番案件について、茂成

委員、お願いします。 
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茂 成 委 員  ３番案件について説明します。借人と貸人は親子の関係で、借人の■

■さんは現在総社に住んでいますが、この度瀬戸内市に戻られるとい

うことで申請に至りました。周辺農地への影響もなく、排水同意等も

得られていますので特に問題はないと思われます。ご審議のほどお願

いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第２号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第２号議案農地法第５条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第３号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定・所有権移転）ということで、事務局の

説明をお願いします。 

事  務  局   それでは第３号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画についてご説明いたします。議案資料４頁目をご覧ください。 

【第３号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につい

て議案書をもとに朗読】 

議    長   はい、ただ今の第３号議案につきまして何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長  ご意見ないようですので、第３号議案につきまして、承認とさせてい

ただきます。 

それでは最後のその他の項目に入らせていただきます。事務局、お願

いします。 

事  務  局   まず、今後の予定を申し上げます。１０月の総会につきましては、１

０月１０日木曜日に予定しており、１１月の総会につきましては、１

１月１３日水曜日を予定しております。なお、１０月の総会は全員召

集を予定しておりますのでよろしくお願いします。 

        次に、９月総会の案内に同封しておりました１０月１日開催予定の

「市町村農業委員・農地利用最適化推進委員研修会」についてです。 

               (詳細について説明) 

事務局からは以上です。 
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議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もないようですので、これをもちまして、令和元年度

９月の総会を閉会とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

（午前９時４８分 閉会） 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

 

令和元年９月１２日 

 

議   長    

 

署 名 委 員   

 

署 名 委 員   

 

 

 


